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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顧客関係管理（ＣＲＭ）システムにおいてエージェントのスキルセットの定義を更新す
る方法であって、前記方法は、
　前記ＣＲＭシステムによって、前記エージェントの初期スキルセットを定義することを
含み、前記初期スキルセットは、関連する顧客要求を処理するために前記エージェントを
利用できる専門技術分野の表示を含み、
　前記ＣＲＭシステムによって、前記エージェントから、前記初期スキルセットの定義を
更新する要求を受信することを含み、前記要求は、前記エージェントが資格を有するとみ
なされることを希望する新たな専門技術分野を示し、
　前記ＣＲＭシステムによって、前記エージェントは前記新たな専門技術分野の資格を有
するか否か判断することと、
　前記エージェントは前記新たな専門技術分野の資格を有するという判断に応じて、前記
ＣＲＭシステムによって、前記エージェントのスキルセットを更新して前記新たな専門技
術分野に関連する顧客要求の処理を開始する資格を前記エージェントが有することを示す
ことと、
　前記ＣＲＭシステムによって、前記新たな専門技術分野に関連する顧客要求の処理を開
始するのに利用できるものとして前記エージェントを識別することと、
　前記ＣＲＭシステムによって、前記新たな専門技術分野に関連する顧客要求を前記エー
ジェントにルーティングすることとを含み、前記ルーティングすることは、当該顧客要求
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の困難性を示す複雑性スコアが低い顧客要求のみを当該エージェントにルーティングする
ことを含み、
　前記ＣＲＭシステムによって、前記ルーティングされた顧客要求の処理における前記エ
ージェントの実績を評価することと、
　前記ＣＲＭシステムによって、前記ルーティングされた顧客要求の処理における前記エ
ージェントの実績の評価に基づいて、前記新たな専門技術分野における前記エージェント
の格付けを更新することとを含む、方法。
【請求項２】
　前記エージェントは前記新たな専門技術分野の資格を有さないという判断に応じて、前
記ＣＲＭシステムによって、前記新たな専門技術分野のためのトレーニングを前記エージ
ェントに与えることと、
　前記ＣＲＭシステムによって、前記エージェントは前記与えられたトレーニングを完了
して前記新たな専門技術分野の資格を有するようになったか否か判断することと、
　前記エージェントは前記与えられたトレーニングを完了して前記新たな専門技術分野の
資格を有するようになったという判断に応じて、前記ＣＲＭシステムによって、前記エー
ジェントのスキルセットを更新して前記エージェントは前記新たな専門技術分野に関連す
る顧客要求の処理を開始する資格を有することを示すこととをさらに含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記新たな専門技術分野に関連する顧客要求を前記エージェントにルーティングするこ
とは、
　前記ＣＲＭシステムによって、前記顧客要求を受信することと、
　前記ＣＲＭシステムによって、前記顧客要求を評価することにより前記要求の性質を識
別することと、
　前記ＣＲＭシステムによって、前記顧客要求の評価に少なくとも一部基づいて、前記顧
客要求を処理するのに前記エージェントは適格であるか否か判断することと、
　前記顧客要求を処理するのに前記エージェントは適格であるという判断に応じて、さら
に、前記ＣＲＭシステムによって、前記顧客要求の処理に適するものとして前記エージェ
ントを識別し、前記ＣＲＭシステムによって、前記顧客要求を前記エージェントにルーテ
ィングすることとを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ルーティングされた顧客要求の処理における前記エージェントの実績を評価するこ
とは、
　前記ＣＲＭシステムによって、前記エージェントが前記顧客要求を処理した結果を受信
することを含み、前記結果は前記顧客要求の処置を示し、
　前記ＣＲＭシステムによって、前記エージェントは前記顧客要求の処理を完了したのか
または前記顧客要求を別のエージェントに転送したのかを前記顧客要求の処置に基づいて
判断することと、
　前記エージェントは前記顧客要求を別のエージェントに転送したという判断に応じて、
前記ＣＲＭシステムによって、前記顧客要求についてのインシデント記録を記録し、前記
ＣＲＭシステムによって、前記エージェントのスキルセットを更新して前記インシデント
記録を識別し前記インシデント記録に対しニュートラルなスコアを記録することとを含む
、請求項１または３に記載の方法。
【請求項５】
　前記エージェントは前記顧客要求を別のエージェントに転送しなかったという判断に応
じて、
　前記ＣＲＭシステムによって、前記顧客要求は前記エージェントによって申し分なく処
理されたか否かを前記顧客要求の処置に基づいて判断することと、
　前記顧客要求は前記エージェントによって申し分なく処理されたという判断に応じて、
前記ＣＲＭシステムによって、前記顧客要求についてのインシデント記録を記録し、前記
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ＣＲＭシステムによって、前記エージェントのスキルセットを更新して前記インシデント
記録を識別し前記インシデント記録に対し正のスコアを記録することとをさらに含む、請
求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記顧客要求は前記エージェントによって申し分なく処理されなかったという判断に応
じて、前記ＣＲＭシステムによって、前記顧客要求についてのインシデント記録を記録し
、前記ＣＲＭシステムによって、前記エージェントのスキルセットを更新して前記インシ
デント記録を識別し前記インシデント記録に対し負のスコアを記録することをさらに含む
、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　システムであって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合され前記プロセッサにより読取可能なメモリとを備え、前記メモ
リは、前記プロセッサにより実行されたときに顧客関係管理（ＣＲＭ）システムにおいて
エージェントのスキルセットの定義を前記プロセッサに更新させる一組の命令を格納して
おり、
　前記更新は、前記エージェントの初期スキルセットを定義することによって行なわれ、
前記初期スキルセットは、関連する顧客要求を処理するために前記エージェントを利用で
きる専門技術分野の表示を含み、
　前記更新は、前記エージェントから、前記初期スキルセットの定義を更新する要求を受
信することによって行なわれ、前記要求は、前記エージェントが資格を有するとみなされ
ることを希望する新たな専門技術分野を示し、
　前記更新は、前記エージェントは前記新たな専門技術分野の資格を有するか否か判断す
ることによって行なわれ、
　前記更新は、前記エージェントは前記新たな専門技術分野の資格を有するという判断に
応じて、前記エージェントのスキルセットを更新して前記新たな専門技術分野に関連する
顧客要求の処理を開始する資格を前記エージェントが有することを示すことによって行な
われ、
　前記新たな専門技術分野に関連する顧客要求の処理を開始するのに利用できるものとし
て前記エージェントを識別することと、
　前記新たな専門技術分野に関連する顧客要求を前記エージェントにルーティングするこ
ととを含み、前記ルーティングすることは、当該顧客要求の困難性を示す複雑性スコアが
低い要求のみを当該エージェントにルーティングすることを含み、
　前記ルーティングされた顧客要求の処理における前記エージェントの実績を評価するこ
とと、
　前記ルーティングされた顧客要求の処理における前記エージェントの実績の評価に基づ
いて、前記新たな専門技術分野における前記エージェントの格付けを更新することとをさ
らに含む、システム。
【請求項８】
　前記エージェントは前記新たな専門技術分野の資格を有さないという判断に応じて、前
記新たな専門技術分野のためのトレーニングを前記エージェントに与えることと、
　前記エージェントは前記与えられたトレーニングを完了して前記新たな専門技術分野の
資格を有するようになったか否か判断することと、
　前記エージェントは前記与えられたトレーニングを完了して前記新たな専門技術分野の
資格を有するようになったという判断に応じて、前記エージェントのスキルセットを更新
して前記エージェントは前記新たな専門技術分野に関連する顧客要求の処理を開始する資
格を有することを示すこととをさらに含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記新たな専門技術分野に関連する顧客要求を前記エージェントにルーティングするこ
とは、
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　前記顧客要求を受信することと、
　前記顧客要求を評価することにより前記要求の性質を識別することと、
　前記顧客要求の評価に少なくとも一部基づいて、前記顧客要求を処理するのに前記エー
ジェントは適格であるか否か判断することと、
　前記顧客要求を処理するのに前記エージェントは適格であるという判断に応じて、さら
に、前記顧客要求の処理に適するものとして前記エージェントを識別し、前記顧客要求を
前記エージェントにルーティングすることとを含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ルーティングされた顧客要求の処理における前記エージェントの実績を評価するこ
とは、
　前記エージェントが前記顧客要求を処理した結果を受信することを含み、前記結果は前
記顧客要求の処置を示し、
　前記エージェントは前記顧客要求の処理を完了したのかまたは前記顧客要求を別のエー
ジェントに転送したのかを前記顧客要求の処置に基づいて判断することと、
　前記エージェントは前記顧客要求を別のエージェントに転送したという判断に応じて、
前記顧客要求についてのインシデント記録を記録し、前記エージェントのスキルセットを
更新して前記インシデント記録を識別し前記インシデント記録に対しニュートラルなスコ
アを記録することとを含む、請求項７または９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記エージェントは前記顧客要求を別のエージェントに転送しなかったという判断に応
じて、
　前記顧客要求は前記エージェントによって申し分なく処理されたか否かを前記顧客要求
の処置に基づいて判断することと、
　前記顧客要求は前記エージェントによって申し分なく処理されたという判断に応じて、
前記顧客要求についてのインシデント記録を記録し、前記エージェントのスキルセットを
更新して前記インシデント記録を識別し前記インシデント記録に対し正のスコアを記録す
ることとをさらに含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記顧客要求は前記エージェントによって申し分なく処理されなかったという判断に応
じて、前記顧客要求についてのインシデント記録を記録し、前記エージェントのスキルセ
ットを更新して前記インシデント記録を識別し前記インシデント記録に対し負のスコアを
記録することをさらに含む、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の方法をコンピュータに実行させるためのコンピュ
ータ読取可能プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　このＰＣＴ出願は、２０１３年２月７日に出願され「SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATI
NG SKILLSET ADDITIONS（スキルセットの追加を自動化するためのシステムおよび方法）
」と題された米国出願第１３／７６１，５２１号に基づく優先権を主張し、その開示全体
をすべての目的のために本明細書に引用により援用する。
【背景技術】
【０００２】
　発明の背景
　本発明の実施形態は、概して顧客サービスを提供するための方法およびシステムに関し
、より具体的には顧客関係管理システムにおける顧客サービスエージェントのスキルセッ
トの定義の向上および更新に関する。
【０００３】
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　顧客関係管理（Customer Relationship Management）（ＣＲＭ）システムは、製品また
はサービスの顧客に対するサポートを、ユーザがサービスを要求できるようにすることに
よって提供する。この要求には、上記製品またはサービスに関するユーザの質問を含める
ことが可能である。たとえば、ユーザは、携帯電話の製造業者が提供するＣＲＭシステム
にログオンまたはアクセスし、このデバイスの使用に関する情報を要求してもよい。この
要求には「ディスプレイの輝度はどのようにして調整すればよいでしょうか？」等の質問
が含まれていてもよい。一般的に、こういったシステムは、サービスの要求を、たとえば
、電話の形態、ウェブページ形態、インスタントメッセージ、電子メール等で受け、要求
に応え質問に対する回答を提供するために、この要求を人間のエージェントにルーティン
グする。多くの場合、エージェントは、質問または要求の主題と、エージェントのスキル
および／または専門技術の表示を含むこのエージェントの規定のプロフィールとに基づい
て、選択される。
【０００４】
　既存のＣＲＭシステムにおいて、各エージェントのスキルセットの定義は、このエージ
ェントのプロフィールが最初に作成されるときに定められ、エージェントの適性の変更を
反映するために定期的に更新されてもよい。たとえば、特定のエージェントのプロフィー
ルは、一年毎のまたは定期的な実績評価に基づいて更新されてもよい。こういった更新は
、既存のＣＲＭシステムでは、マネージャ、スーパーバイザ、システム管理者、またはそ
の他責任のある人物が、エージェントのプロフィールを、おそらくはＣＲＭアプリケーシ
ョンの管理インターフェイスを通して手作業で更新することにより、行なわれる。このよ
うな手作業による操作は、退屈で、時間がかかり、エラーが生じ易く、効率が悪い。さら
に、このようなやり方は、エージェントが自身の利益または目的に基づいて容易に主導権
を取って自身のスキルセットの変更を求めるおよび／または要求する方法を提供する訳で
はない。このため、エージェントは、自身の希望にもかかわらず時には狭く定義された役
割が充てがわれていることに気付くかもしれない。したがって、顧客サービスエージェン
トのスキルセットの定義の向上および更新のための改善された方法およびシステムが必要
である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　発明の簡単な概要
　本発明の実施形態は、顧客関係管理システムにおいて顧客サービスエージェントのスキ
ルセットの定義を更新するためのシステムおよび方法を提供する。一実施形態に従うと、
顧客関係管理（ＣＲＭ）システムにおいてエージェントのスキルセットの定義を更新する
ことは、ＣＲＭシステムによって、エージェントの初期スキルセットを定義することを含
み得る。初期スキルセットは、関連する顧客要求を処理するためにエージェントを利用で
きる専門技術分野の表示を含み得る。ＣＲＭシステムによって、エージェントから、初期
スキルセットの定義の更新要求を受信してもよい。この要求は、エージェントが資格を有
するとみなされることを希望する新たな専門技術分野を示してもよい。ＣＲＭシステムに
よって、エージェントは新たな専門技術分野の資格を有するか否か判断してもよい。エー
ジェントは新たな専門技術分野の資格を有するという判断に応じて、ＣＲＭシステムによ
って、エージェントのスキルセットを更新して新たな専門技術分野に関連する顧客要求の
処理を開始する資格をエージェントが有することを示してもよい。エージェントは新たな
専門技術分野の資格を有さないという判断に応じて、ＣＲＭシステムによって、新たな専
門技術分野のためのトレーニングをエージェントに与えてもよい。ＣＲＭシステムによっ
て、エージェントは与えられたトレーニングを完了して新たな専門技術分野の資格を有す
るようになったか否か判断してもよい。エージェントは与えられたトレーニングを完了し
て新たな専門技術分野の資格を有するようになったという判断に応じて、ＣＲＭシステム
によって、エージェントのスキルセットを更新してエージェントは新たな専門技術分野に
関連する顧客要求の処理を開始する資格を有することを示してもよい。
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【０００６】
　エージェントは、資格を有することが認められると、ＣＲＭシステムによって、新たな
専門技術分野に関連する顧客要求の処理を開始するのに利用できるものとして識別されて
もよい。その後のある時点で、ＣＲＭシステムによって、新たな専門技術分野に関連する
顧客要求をエージェントにルーティングしてもよい。たとえば、新たな専門技術分野に関
連する顧客要求をエージェントにルーティングすることは、顧客要求を受信することと、
顧客要求を評価することにより要求の性質を識別することと、顧客要求の評価に少なくと
も一部基づいて、顧客要求を処理するのにエージェントは適格であるか否か判断すること
と、顧客要求を処理するのにエージェントは適格であるという判断に応じて、さらに、顧
客要求の処理に適するものとしてエージェントを識別し、ＣＲＭシステムによって、顧客
要求をエージェントにルーティングすることとを含み得る。
【０００７】
　場合によっては、ＣＲＭシステムによって、ルーティングされた顧客要求の処理におけ
るエージェントの実績を評価してもよく、ＣＲＭシステムによって、ルーティングされた
顧客要求の処理におけるエージェントの実績の評価に基づいて、新たな専門技術分野にお
けるエージェントの格付けを更新してもよい。たとえば、ルーティングされた顧客要求の
処理におけるエージェントの実績を評価することは、エージェントが顧客要求を処理した
結果を受信することを含み、この結果は顧客要求の処置を示す。エージェントは顧客要求
の処理を完了したのかまたは顧客要求を別のエージェントに転送したのかを顧客要求の処
置に基づいて判断してもよい。エージェントは顧客要求を別のエージェントに転送したと
いう判断に応じて、顧客要求についてのインシデント記録を記録し、エージェントのスキ
ルセットを更新してインシデント記録を識別しインシデント記録に対しニュートラルなス
コアを記録してもよい。エージェントは顧客要求を別のエージェントに転送しなかったと
いう判断に応じて、顧客要求はエージェントによって申し分なく処理されたか否かを顧客
要求の処置に基づいて判断してもよい。顧客要求はエージェントによって申し分なく処理
されたという判断に応じて、顧客要求についてのインシデント記録を記録し、エージェン
トのスキルセットを更新してインシデント記録を識別しインシデント記録に対し正のスコ
アを記録してもよい。顧客要求はエージェントによって申し分なく処理されなかったとい
う判断に応じて、顧客要求についてのインシデント記録を記録し、エージェントのスキル
セットを更新してインシデント記録を識別しインシデント記録に対し負のスコアを記録し
てもよい。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明のさまざまな実施形態を実現し得る代表的な動作環境の構成要素を示すブ
ロック図である。
【図２】本発明の実施形態を実現し得る代表的なコンピュータシステムを示すブロック図
である。
【図３】本発明の一実施形態に従う顧客関係管理システムにおける顧客サービスエージェ
ントのスキルセットの定義の向上および更新のためのシステムの機能要素をハイレベルで
示すブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態に従う顧客関係管理システムにおいて顧客サービスエージェ
ントのスキルセットの定義を更新するためのプロセスを示すフローチャートである。
【図５】本発明の一実施形態に従う顧客関係管理システムにおいて顧客サービスの質問ま
たは要求をルーティングするためのプロセスを示すフローチャートである。
【図６】本発明の一実施形態に従う顧客関係管理システムにおいて更新された顧客サービ
スエージェントのスキルセットの定義を評価し格付けするためのプロセスを示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　発明の詳細な説明
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　以下の記載では、説明のために、本発明のさまざまな実施形態が十分に理解されるよう
、多数の具体的な詳細事項が述べられている。しかしながら、本発明の実施形態は、この
ような具体的な詳細事項のうちのいくつかがなくても実行し得ることが、当業者には明ら
かであろう。それ以外の場合の、周知の構造および装置は、ブロック図の形態で示されて
いる。
【００１０】
　下記の記載は、代表的な実施形態のみを提供し、本開示の範囲、適用範囲、または構成
を限定することを意図したものではない。むしろ、代表的な実施形態の下記の記載は、代
表的な実施形態の実現を可能にする説明を当業者に提供するであろう。構成要素の機能お
よび配置のさまざまな変更は、最後に示される請求項に記載の発明の精神および範囲から
逸脱することなくなし得ることが、理解されるはずである。
【００１１】
　以下の記載では、実施形態が十分に理解されるよう、具体的な詳細事項が示されている
。しかしながら、実施形態はこういった具体的な詳細事項がなくとも実行し得ることを当
業者は理解するであろう。たとえば、実施形態が不必要に詳細に示されることによってか
えって曖昧になることを避けるために、回路、システム、ネットワーク、プロセス、およ
びその他の構成要素が、ブロック図の形態の構成要素として示されることがある。それ以
外の場合では、周知の回路、プロセス、アルゴリズム、構造、および技術は、実施形態が
曖昧にならぬよう、不必要な詳細なしで示されることがある。
【００１２】
　なお、個々の実施形態は、フローチャート、フロー図、データフロー図、構造図、また
はブロック図として描かれたプロセスとして説明される場合がある。フローチャートは動
作を順次プロセスとして説明することがあるが、動作のうちの多くは並列または同時に実
行することができる。加えて、動作の順序は並べ替えてもよい。プロセスは、その動作が
完了すると終了するが、図面に含まれていないその他のステップを含み得る。プロセスは
、方法、機能、手順、サブルーチン、サブプログラム等に相当し得る。プロセスが機能に
相当するとき、その終了は、この機能を呼出し側の機能または主機能に戻すことに相当し
得る。
【００１３】
　「機械読取可能な媒体」という用語は、命令および／またはデータを格納、収容、また
は搬送可能な、携帯用または固定記憶装置、光記憶装置、無線チャネルおよびその他さま
ざまな媒体を含むが、これらに限定される訳ではない。コードセグメントまたは機械読取
可能な命令は、手順、関数、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モ
ジュール、ソフトウェアパッケージ、クラス、または、命令、データ構造、もしくはプロ
グラムステートメントの任意の組み合わせを表わし得る。コードセグメントは、情報、デ
ータ、引数、パラメータ、またはメモリ内容の送信および／または受信によって、別のコ
ードセグメントまたはハードウェア回路に結合されてもよい。情報、引数、パラメータ、
データ等は、メモリシェアリング、メッセージパッシング、トークンパッシング、ネット
ワーク伝送等を含む適切な手段を介して、送信、転送、または伝送等がなされてもよい。
【００１４】
　さらに、実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、
マイクロコード、ハードウェア記述言語、または、その任意の組み合わせによって実現さ
れてもよい。ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェアまたはマイクロコードで実現
されるとき、必要なタスクを実行するためのプログラムコードまたはコードセグメントが
機械読取可能な媒体に格納されていてもよい。プロセッサは必要なタスクを実行すればよ
い。
【００１５】
　本発明の実施形態は、顧客関係管理システムを管理するためのシステムおよび方法を提
供する。より具体的には、本発明の実施形態は、顧客関係管理システムにおける顧客サー
ビスエージェントのスキルセットの定義の向上および更新を可能にする。ＣＲＭシステム
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は、製品またはサービスのエンドユーザ等の多数のユーザをサポートすることができ、こ
れらユーザからのサポートまたはサービスの要求を受けることができ、この要求を処理す
ることによって、要求しているユーザに、要求に示された質問に対する回答を提供するこ
とができる。たとえば、こういったユーザまたは顧客からの要求を処理することは、要求
を評価することによってこの要求の性質、たとえば主題、複雑性等を判断することと、エ
ージェント個々のスキルセットの定義を含む、利用できるエージェントのプロフィールに
少なくとも一部基づいて、この要求を処理するのに最も適したエージェントを選択するこ
ととを含み得る。本発明の実施形態は、エージェント自身からの要求に応じておよび／ま
たは基づいてスキルセットの定義を更新することを可能にする。よって、エージェントは
、自身の利益、目的等に基づいて、自身のスキルセットの更新を自ら指揮し開始すること
ができる。場合によっては、エージェントのプロフィールに追加された、要求されたスキ
ルを有する資格がエージェントにまだないときは、不可欠な知識またはスキルのレベルを
このエージェントが取得するまで、トレーニングがさまざまな形態で提供されてもよい。
その後、エージェントがその資格を有するようになったとみなされると、顧客要求がその
エージェントに、場合によっては限定的にまたはトライアルとして、ルーティングされれ
ばよい。エージェントによって処理された要求が評価されてもよく、エージェントは新た
な専門技術分野の処理に関してスコアが付けられてもよい。エージェントが特定のスコア
またはさまざまなレベルのスコアを取得すると、このエージェントは適切にまたはより十
分に資格があるとみなすことができる。本発明の実施形態のその他さまざまな詳細事項に
ついて、以下で図面を参照しながら説明する。
【００１６】
　図１は、本発明のさまざまな実施形態を実現し得る代表的な動作環境の構成要素を示す
ブロック図である。システム１００は、専用アプリケーション、ウェブブラウザ等である
クライアントを操作するのに使用し得る１つ以上のユーザコンピュータ１０５、１１０を
含み得る。ユーザコンピュータ１０５、１１０は、汎用パーソナルコンピュータ（例示に
すぎないが、マイクロソフト社のWindows（登録商標）および／またはアップル社のMacin
tosh（登録商標）オペレーティングシステムのさまざまなバージョンを実行するパーソナ
ルコンピュータおよび／またはラップトップコンピュータを含む）および／または市販の
さまざまなＵＮＩＸ（登録商標）またはＵＮＩＸのようなオペレーティングシステム（限
定ではないがさまざまなＧＮＵ／Ｌｉｎｕｘ（登録商標）オペレーティングシステムを含
む）のうちいずれかを実行するワークステーションコンピュータであってもよい。これら
ユーザコンピュータ１０５、１１０はまた、１つ以上の開発システム、データベースクラ
イアントおよび／またはサーバアプリケーション、およびウェブブラウザアプリケーショ
ンを含む、さまざまなアプリケーションのうちのいずれかを有し得る。これに代えて、ユ
ーザコンピュータ１０５、１１０は、ネットワーク（たとえば下記ネットワーク１１５）
を介して通信可能なおよび／またはウェブページもしくはそれ以外の種類の電子文書を表
示しナビゲートすることが可能な、シンクライアントコンピュータ、インターネット対応
携帯電話、および／または携帯情報端末等の、他の電子機器であってもよい。この代表的
なシステム１００は２つのユーザコンピュータとともに示されているが、サポートされる
ユーザコンピュータは何台であってもよい。
【００１７】
　いくつかの実施形態において、システム１００はまた、ネットワーク１１５を含み得る
。このネットワークは、ＴＣＰ／ＩＰ、ＳＮＡ、ＩＰＸ、AppleTalk（登録商標）などを
含むがこれらに限定されない、市場で入手可能なさまざまなプロトコルのうちのいずれか
を用いる、データ通信をサポートすることが可能な、当業者によく知られているいずれか
のタイプのネットワークであればよい。一例にすぎないが、ネットワーク１１５は、Ethe
rnet（登録商標）ネットワーク、Token-Ringネットワークおよび／またはこれらと同様の
もの等のローカルエリアネットワーク（「ＬＡＮ」）、ワイドエリアネットワーク、仮想
プライベートネットワーク（「ＶＰＮ」）を含むがこれに限定されない仮想ネットワーク
、インターネット、イントラネット、エクストラネット、公衆交換電話網（「ＰＳＴＮ」
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）、赤外線ネットワーク、無線ネットワーク（たとえば、IEEE 802.11プロトコルスイー
ト、当該技術では周知のBluetooth（登録商標）プロトコル、および／またはその他の無
線プロトコルのうちのいずれかで動作するネットワーク）、および／またはこれらのおよ
び／または他のネットワークたとえばＧＳＭ（登録商標）、ＧＰＲＳ、ＥＤＧＥ、ＵＭＴ
Ｓ、３Ｇ、２．５Ｇ、ＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＷＣＤＭＡ（登録商標）、ＥＶＤＯ
等の任意の組み合わせであればよい。
【００１８】
　このシステムはまた、１つ以上のサーバコンピュータ１２０、１２５、１３０を含み得
る。このサーバコンピュータは、汎用コンピュータおよび／または専用サーバコンピュー
タ（一例にすぎないがＰＣサーバ、ＵＮＩＸサーバ、ミッドレンジサーバ、メインフレー
ムコンピュータ、ラックマウントサーバ等を含む）であればよい。これらサーバのうちの
１つ以上（たとえば１３０）を、ビジネスアプリケーション、ウェブサーバ、アプリケー
ションサーバ等のアプリケーションの実行専用にしてもよい。このようなサーバは、ユー
ザコンピュータ１０５、１１０からの要求を処理するのに使用されてもよい。このアプリ
ケーションはまた、サーバ１２０、１２５、１３０のリソースへのアクセスを制御するた
めの任意の数のアプリケーションを含み得る。
【００１９】
　ウェブサーバは、上記オペレーティングシステムおよび市販のサーバオペレーティング
システムのうちのいずれかを含むオペレーティングシステムを実行していてもよい。ウェ
ブサーバはまた、さまざまなサーバアプリケーションおよび／またはミッドティアアプリ
ケーションのうちのいずれかを実行してもよく、ＨＴＴＰサーバ、ＦＴＰサーバ、ＣＧＩ
サーバ、データベースサーバ、Ｊａｖａ（登録商標）サーバ、ビジネスアプリケーション
等を含む。この（これらの）サーバはまた、ユーザコンピュータ１０５、１１０に応答し
てプログラムまたはスクリプトを実行することが可能である１つ以上のコンピュータであ
ってもよい。一例として、サーバは１つ以上のウェブアプリケーションを実行してもよい
。ウェブアプリケーションは、ＪａｖａＴＭ、Ｃ、Ｃ＃またはＣ＋＋等のプログラミング
言語、および／またはＰｅｒｌ、Ｐｙｔｈｏｎ、またはＴＣＬ等のスクリプト言語、およ
びプログラミング／スクリプト言語のうちいずれかを組み合わせたもので書かれた、１つ
以上のスクリプトまたはプログラムとして実現されてもよい。この（これらの）サーバは
また、ユーザコンピュータ１０５、１１０上で実行しているデータベースクライアントか
らの要求を処理することができる、Oracle（登録商標）、Microsoft（登録商標）、Sybas
e（登録商標）、IBM（登録商標）等から市販されているものを含むがこれらに限定されな
い、ユーザコンピュータ１０５、１１０上で実行しているデータベースクライアントから
の要求を処理することが可能なデータベースサーバを含み得る。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、アプリケーションサーバは、エンドユーザ（クライアン
ト）システムでの表示のために動的にウェブページを作成し得る。ウェブアプリケーショ
ンサーバによって作成されたウェブページは、ウェブサーバを介してユーザコンピュータ
１０５に転送されてもよい。同様に、ウェブサーバは、ユーザコンピュータからウェブペ
ージ要求および／または入力データを受信することができ、アプリケーションおよび／ま
たはデータベースサーバにウェブページ要求および／または入力データを転送することが
できる。さまざまな種類のサーバに関して説明している機能は、実装に固有の必要性およ
びパラメータに応じて、１つのサーバによって実行されてもよくおよび／または複数の専
用サーバによって実行されてもよいことを、当業者は理解するであろう。
【００２１】
　システム１００はまた、１つ以上のデータベース１３５を含み得る。この（これらの）
データベース１３５は、さまざまな場所に存在し得る。一例として、データベース１３５
は、コンピュータ１０５、１１０、１２０、１２５、１３０のうちの１つ以上に局在する
（および／または常駐する）記録媒体上にあってもよい。これに代えて、コンピュータ１
０５、１１０、１２０、１２５、１３０のうちのいずれかまたはすべてから遠隔の場所に
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あってもよく、および／またはこれらのうちの１つ以上と（たとえばネットワーク１１５
を介して）通信してもよい。特定の一組の実施形態において、データベース１３５は、当
業者にはよく知られているストレージエリアネットワーク（「ＳＡＮ」）に常駐していて
もよい。同様に、コンピュータ１０５、１１０、１２０、１２５、１３０の機能を実行す
るのに必要なファイルは、適宜、局所的にそれぞれのコンピュータに格納されていてもよ
くおよび／または遠隔で格納されていてもよい。一組の実施形態において、データベース
１３５は、ＳＱＬフォーマットの命令に応じてデータを格納、更新、および検索するよう
に適合された、Oracle 10g等のリレーショナルデータベースであってもよい。
【００２２】
　図２は、本発明のさまざまな実施形態を実現し得る代表的なコンピュータシステム２０
０を示す。システム２００を用いて上記コンピュータシステムのうちのいずれかを実現し
てもよい。示されているコンピュータシステム２００は、バス２５５を介して電気的に結
合し得るハードウェア要素を含む。ハードウェア要素は、１つ以上の中央処理装置（ＣＰ
Ｕ）２０５、１つ以上の入力装置２１０（たとえばマウス、キーボード等）、および１つ
以上の出力装置２１５（たとえば表示装置、プリンタ等）を含み得る。コンピュータシス
テム２００はまた、１つ以上の記憶装置２２０を含み得る。一例として、記憶装置２２０
は、プログラム可能、フラッシュ更新可能、および／または同様の機能を有する、ディス
クドライブ、光記憶装置、固体記憶装置、たとえばランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」
）および／または読出し専用メモリ（「ＲＯＭ」）等であればよい。
【００２３】
　加えて、コンピュータシステム２００は、コンピュータ読取可能記録媒体リーダ２２５
ａ、通信システム２３０（たとえばモデム、ネットワークカード（無線または有線）、赤
外線通信装置等）、および、上記のようなＲＡＭおよびＲＯＭ装置を含み得るワーキング
メモリ２４０を含み得る。いくつかの実施形態において、コンピュータシステム２００は
また、ＤＳＰ、専用プロセッサおよび／またはこれと同様のものを含み得る処理加速部２
３５を含み得る。
【００２４】
　コンピュータ読取可能記録媒体リーダ２２５ａはさらに、一時的におよび／またはより
恒久的にコンピュータ読取可能な情報を収容するための、リモート、ローカル、固定、お
よび／またはリムーバブル記憶装置プラス記録媒体を包括的に表わす、コンピュータ読取
可能記録媒体２２５ｂに（任意で記憶装置２２０と組み合わせて）、接続されていてもよ
い。通信システム２３０はネットワーク１２０および／またはシステム２００に関して先
に述べた他のコンピュータとデータを交換することを許可し得る。
【００２５】
　コンピュータシステム２００はまた、オペレーティングシステム２４５および／または
その他のコード２５０たとえばアプリケーションプログラム（クライアントアプリケーシ
ョン、ウェブブラウザ、ミッドティアアプリケーション、ＲＤＢＭＳ等であってもよい）
を含む、現在ワーキングメモリ２４０の中に位置するものとして示されているソフトウェ
ア要素を含み得る。コンピュータシステム２００の代替の実施形態は上記のものの多数の
変形を有し得ることが理解されるはずである。たとえば、カスタマイズされたハードウェ
アを使用してもよく、および／または特定の要素がハードウェア、ソフトウェア（アプレ
ット等の携帯ソフトウェアを含む）またはハードウェアとソフトウェアにおいて実現され
てもよい。さらに、ネットワーク入出力装置等の他の計算装置への接続を用いてもよい。
コンピュータシステム２００のソフトウェアは、本明細書に記載の発明の実施形態を実現
するためのコード２５０を含み得る。
【００２６】
　図３は、本発明の一実施形態に従う顧客関係管理システムにおける顧客サービスエージ
ェントのスキルセットの定義の向上および更新のためのシステムの機能要素をハイレベル
で示すブロック図である。この例において、システム３００は、サーバ上でまたは上記の
ような別のコンピュータもしくは計算装置上で実行し得る、顧客関係管理（ＣＲＭ）シス
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テム３０５を含む。ＣＲＭシステム３０５は、一組のウェブページまたはその他のインタ
ーフェイス等の管理ユーザインターフェイス３１５を提供する管理モジュール３１０を含
み得る。このインターフェイス３１５を通して、スーパーバイザ、マネージャ、管理者等
は管理モジュール３１０と対話することによって１つ以上の顧客サービスエージェント３
４５のうちの各々に対してエージェントプロフィール情報３２０を定めることができる。
一般的に、プロフィール情報３２０は、特定のエージェントが顧客の質問または要求に答
える資格があるとみなされる、主題または専門技術分野を示す情報を含み得る。
【００２７】
　加えて、ＣＲＭシステム３０５は、製品またはサービスのエンドユーザ等の多数のユー
ザをサポートすることができ、これらユーザからサポートまたはサービスの要求を受けて
これらの要求を処理することにより、要求の中に含まれる質問に答える１以上のエージェ
ント３４５に、要求しているユーザを接続または導くことができる。たとえば、ＣＲＭシ
ステム３０５のサポートインターフェイスモジュール３３０は、このシステムの顧客ユー
ザに、ウェブページ、電子メールアドレス、電話線、チャットおよび／またはインスタン
トメッセージング、および／またはその他さまざまな通信チャネルのうちのいずれかを含
むがこれらに限定されない、１つ以上のインターフェイス３３５を与えることができる。
これらチャネル／インターフェイス３３５を通して、顧客は、エージェント３４５により
回答されるべき質問を含み得る、サポートの要求を行なうことができる。これら要求およ
び／または質問は、受信されると、評価モジュール３２５によって評価されてもよい。こ
の評価は、要求の内容または主題を判断すること、要求または質問の相対的困難性を示す
複雑性スコアを求めること等を含み得る。この評価およびエージェントプロフィール情報
３２０に基づいて、ＣＲＭシステムのルーティングモジュール３４０は、要求および／ま
たは質問を、それに適した専門技術を有する、選択されたエージェントに導くことができ
る。すなわち、ルーティングモジュールは、要求の性質に適したスキルセットを有するエ
ージェントを識別し、その後、電子メール、電話、チャットおよび／またはインスタント
メッセージングおよび／または他のさまざまな通信チャネルのうちのいずれかを通して、
顧客をそのエージェントに接続することができる。
【００２８】
　上記のように、本発明の実施形態は、ＣＲＭシステム３０５のエージェントプロフィー
ル情報３２０における顧客サービスエージェントのスキルセットの定義の向上および更新
を可能にする。より具体的には、本発明の実施形態は、エージェント３４５自身からの要
求に応じておよび／または基づいてスキルセットの定義を更新することを可能にする。た
とえば、ＣＲＭシステム３０５は、ネットワーク上でインターフェイス（図示せず）を介
してエージェント３４５がアクセス可能な更新モジュール３５０を含み得る。更新モジュ
ール３５０を通して、エージェントは、エージェントが資格を有するとみなされる専門技
術分野について変更を要求することができる。たとえば、エージェントは、特定の生産ラ
インまたはサービスに追加されることを要求する場合がある。別の例において、エージェ
ントが有する語学スキルは現在利用されておらずエージェントは特定の言語または特定の
地域で顧客要求を処理するのに適するとみなされることを希望する場合がある。このよう
に、エージェント３４５は、自身の利益、目的等に基づいて、自身のスキルセットの更新
を自ら指揮し開始することができる。
【００２９】
　言い換えると、エージェントの初期スキルセットは、ＣＲＭシステム３０５の管理モジ
ュール３１０を通して定義することができ、一組のエージェントプロフィール情報３２０
に格納することができる。初期スキルセットは、関連する顧客要求を処理するためにエー
ジェントを利用することができる専門技術分野の表示を含み得る。元のプロフィールの定
義後のある時点で、エージェントからの、初期スキルセットの定義の更新要求が、更新モ
ジュール３５０を通して受信される。この要求は新たな専門技術分野を示していてもよく
、この新たな専門技術分野は、エージェントがこの分野の資格があるとみなされることを
所望する分野である。この新たな専門技術分野の資格をエージェントが有するか否かを判
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断してもよい。たとえば、管理モジュール３１０は、要求された更新を、エージェントプ
ロフィール情報３２０の中に既にある情報と比較することによって、要求されているスキ
ルをエージェントが有するか否か判断することができる。これに加えてまたはこれに代え
て、管理モジュール３１０は、管理インターフェイス３１５またはその他の手段を通して
、マネージャ、スーパーバイザ、管理者、またはその他の者に、要求の承認を求めてもよ
い。エージェントは新たな専門技術分野の資格を有するという判断に応じて、エージェン
トプロフィール情報３２０に格納されているエージェントのスキルセットを更新モジュー
ル３５０によって更新することにより、この新たな専門技術分野に関連する顧客要求の処
理を開始するのにエージェントが適格であることを示してもよい。
【００３０】
　一実施形態に従うと、エージェントは新たな専門技術分野の資格を有さないという判断
に応じて、この新たな専門技術分野のためのトレーニングがエージェントに提供されても
よい。たとえば、ＣＲＭシステム３０５のトレーニングモジュール３５５は、エージェン
トが要求する専門技術分野に関連する、オンライントレーニングコース、個別指導、試験
等を提供してもよい。これは、要求する専門技術分野の資格がエージェントにあるとみな
されるためにエージェントが完了しなければならないものである。その後しばらくしてか
ら、トレーニングモジュール３５５が、提供されたトレーニングおよび必要な試験または
その他資格基準をエージェントが完了したか否かについての判断を下してもよい。エージ
ェントがトレーニングを完了していれば、管理モジュール３１０は、もう１つの判断とし
て、この時点でエージェントが上記新たな専門技術分野の資格を有するようになっている
か否かについて判断してもよい。提供されたトレーニングをエージェントが完了したと判
断されかつエージェントがこの時点で上記新たな専門技術分野の資格を有すると判断され
たことに応じて、更新モジュールおよび／または管理モジュール３１０が、エージェント
プロフィール情報３２０に格納されているエージェントのスキルセットを更新することに
よって、この新たな専門技術分野に関連する顧客要求の処理を開始する資格がエージェン
トにあることを示すことができる。
【００３１】
　一旦エージェントに資格があるとみなされると、エージェントは、新たな専門技術分野
に関連する顧客要求の処理を開始するのに利用できるものであると識別されることができ
る。すなわち、エージェントの能力を評価するために、エージェントを、限定的にいくつ
かの比較的簡単な要求を処理するものであるとみなしてもよい。たとえば、エージェント
プロフィール情報３２０は、エージェントは新たな専門技術分野における訓練生であると
みなされしたがって当座は複雑性スコアが非常に低い要求のみをこのエージェントにルー
ティングできるということを示してもよい。このため、ある時点で、新たな専門技術分野
に関連する顧客要求は、処理のためにルーティングモジュール３４０によってエージェン
トにルーティングすればよく、ルーティングされた顧客要求の処理におけるエージェント
の実績を評価しこの新たな専門技術分野におけるエージェントの格付けを、ルーティング
された顧客要求の処理におけるエージェントの実績の評価に基づいて更新すればよい。
【００３２】
　ルーティングされた顧客要求の処理におけるエージェントの実績の評価は、エージェン
トが顧客要求を処理した結果を受信することから始められてもよい。この結果は顧客要求
の処置を示す。たとえば、エージェントによる要求の処理に関して、品質審査、顧客調査
、またはその他のフィードバックを、サポートインターフェイスモジュール３３０を通し
て顧客から収集してもよい。これに加えてまたはこれに代えて、このような情報は管理モ
ジュール３１０を通してスーパーバイザまたは管理者から収集してもよい。要求の処置は
、エージェントが要求を処理のために別のエージェントに転送したことを含み得る、すな
わち、エージェントが要求を適切に処理できないとい判断してこの要求を別のより有能な
エージェントに送ったことを含み得る、または、要求を自身で処理し解決に成功したこと
またはそうでないことを含み得る。
【００３３】
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　よって、たとえば管理モジュール３１０は、エージェントが顧客要求を別のエージェン
トに転送したか否かについての判断を下してもよい。エージェントが顧客要求を別のエー
ジェントに転送したという管理モジュール３１０の判断に応じて、この顧客要求について
インシデント記録（ここでは示されない）を記録してもよく、エージェントプロフィール
情報３２０におけるエージェントのスキルセットを管理モジュール３１０によって更新す
ることによりインシデント記録を識別しこのインシデント記録に対しニュートラルなスコ
アを記録してもよい。エージェントが顧客要求を別のエージェントに転送しなかったとい
う管理モジュール３１０の判断に応じて、管理モジュール３１０は、顧客要求の処置に基
づいて顧客要求がエージェントによって申し分なく処理されたか否かについての判断を下
してもよい。顧客要求がエージェントによって申し分なく処理されたという管理モジュー
ル３１０の判断に応じて、顧客要求についてインシデント記録（ここでは示されない）を
記録してもよく、エージェントプロフィール情報３２０に格納されているエージェントの
スキルセットを管理モジュール３１０によって更新することにより、インシデント記録を
識別しこのインシデント記録に対し正のスコアを記録してもよい。顧客要求がエージェン
トによって申し分なく処理されなかったという管理モジュール３１０の判断に応じて、こ
の顧客要求についてのインシデント記録（ここでは示されない）を記録してもよく、エー
ジェントプロフィール情報３２０に格納されているエージェントのスキルセットを管理モ
ジュール３１０によって更新することにより、インシデント記録を識別しこのインシデン
ト記録に対し負のスコアを記録してもよい。
【００３４】
　このようにして、エージェントは、独立してすなわち最初にスーパーバイザまたはマネ
ージャの介入を受けることなく、自身の利益に基づき自身の主導の下でスキルセットの更
新を要求することができる。場合によっては、更新プロセスの一部としてトレーニングが
提供されることがあり必要な場合もある。このような必要条件が申し分なく満たされた後
、エージェントは評価プロセスにおいていくつかの顧客要求の処理を開始することを許可
されてもよい。すなわち、新たに更新されたエージェントは訓練生であると識別されても
よくまたは見習いもしくは評価期間にあると識別されてもよい。この間、エージェントに
は、処理が比較的簡単な要求が与えられてもよく、こういった要求の解決に基づいてエー
ジェントが評価されてもよい。このため、エージェントがこのような要求を申し分なく処
理し十分なスコアまたはレベルが積重ねられると、このエージェントは、より複雑な要求
に対して利用できるようになるすなわち資格があるとみなされる。達成されるそれ以外の
スキルセットおよびレベルまたは資格は、より高い給与水準、ボーナス、昇進の機会等の
さまざまな動機と関連するであろう。
【００３５】
　図４は、本発明の一実施形態に従う顧客関係管理システムにおいて顧客サービスエージ
ェントのスキルセットの定義を更新するためのプロセスを示すフローチャートである。こ
の例では、顧客関係管理（ＣＲＭ）システムにおいてエージェントのスキルセットの定義
を更新することは、このエージェントの初期スキルセットを定義すること４０５から始め
られてもよい。初期スキルセットは、関連する顧客要求を処理するためにこのエージェン
トを利用できる専門技術分野の表示を含み得る。エージェントから、初期スキルセットの
定義の更新要求が受信４１０されてもよい。この要求は、エージェントが資格を有すると
みなされることを希望する新たな専門技術分野を示していてもよい。エージェントはこの
新たな専門技術分野の資格を有するか否かについての判断４２０が下されてもよい。エー
ジェントはこの新たな専門技術分野の資格を有するという判断４２０に応じて、エージェ
ントのスキルセットを更新４３５して、この新たな専門技術分野に関連する顧客要求の処
理を開始する資格をエージェントが有することを示してもよい。
【００３６】
　一実施形態に従うと、エージェントはこの新たな専門技術分野の資格を有さないとうい
う判断４２０に応じて、この新たな専門技術分野のためのトレーニングがエージェントに
与えられてもよい４２５。その後のある時点で、エージェントは与えられたトレーニング
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を完了したか否かについての判断４３０が下されてもよい。４３０においてエージェント
がトレーニングを完了していれば、この新たな専門技術分野の資格をエージェントが有す
るようになったか否かについてもう１つの判断４２０が下されてもよい。エージェントは
与えられたトレーニングを完了したという判断４３０およびこの時点でエージェントは新
たな専門技術分野の資格を有するという判断４２０に応じて、エージェントのスキルセッ
トの更新４３５を行なうことにより、当該新たな専門技術分野に関連する顧客要求の処理
を開始する資格がこのエージェントにあることを示してもよい。
【００３７】
　エージェントに資格があるとみなされると、このエージェントは、上記新たな専門技術
分野に関連する顧客要求の処理を開始するのに利用できるものとして識別されることがで
きる４４０。ある時点で、この新たな専門技術分野に関連する顧客要求を、処理のために
エージェントにルーティング４４５してもよい。ルーティングされた顧客要求の処理にお
けるエージェントの実績を評価４５０してもよく、ルーティングされた顧客要求の処理に
おけるエージェントの実績の評価に基づいて、この新たな専門技術分野におけるエージェ
ントの格付けを更新４５５してもよい。要求をルーティングしエージェントの実績を評価
するための代表的なプロセスのさらなる詳細について、図５および図６を参照しながら以
下で説明する。
【００３８】
　図５は、本発明の一実施形態に従う顧客関係管理システムにおいて顧客サービスの質問
または要求をルーティングするためのプロセスを示すフローチャートである。この例にお
いて、新たな専門技術分野に関連する顧客要求をエージェントにルーティングすることは
、顧客要求を受信すること５０５と、顧客要求を評価５１０することにより、この要求の
性質を識別することとを含み得る。この評価は、要求の複雑性スコア、決定された要求の
主題、要求を行なった顧客、および、顧客について必要な処理の協定またはその他の定義
、エージェントの現在の作業負荷等の検討を含み得る。
【００３９】
　顧客要求の評価に少なくとも一部基づいて、すなわち、複雑性スコア、主題、要求を行
なった顧客等に基づいて、顧客要求を処理するのにエージェントが適格であるか否かにつ
いての判断５１５を下してもよい。ルーティングは、顧客要求を処理するのにエージェン
トは適格であるという判断５１５に応じて、顧客要求の処理に適するものとしてエージェ
ントを識別すること５２０と、顧客要求をエージェントにルーティングすること５２５と
をさらに含み得る。
【００４０】
　図６は、本発明の一実施形態に従う顧客関係管理システムにおいて更新された顧客サー
ビスエージェントのスキルセットの定義を評価し格付けするためのプロセスを示すフロー
チャートである。ルーティングされた顧客要求の処理におけるエージェントの実績を評価
することは、エージェントが顧客要求を処理した結果を受信すること６０５から始められ
てもよい。この結果は顧客要求の処置を示す。たとえば、要求の処理に関して、品質審査
、顧客調査、またはその他のフィードバックを収集してもよい。エージェントは顧客要求
を別のエージェントに転送したか否かについての判断６１０を下してもよい。エージェン
トは顧客要求を別のエージェントに転送したという判断６１０に応じて、顧客要求につい
てのインシデント記録を記録６１５してもよく、エージェントのスキルセットを更新６２
０してインシデント記録を識別しこのインシデント記録に対しニュートラルなスコアを記
録してもよい。
【００４１】
　エージェントは顧客要求を別のエージェントに転送しなかったという判断に応じて、顧
客要求の処置に基づいて顧客要求はエージェントによって申し分なく処理されたか否かに
ついての判断６２５を下してもよい。顧客要求はエージェントによって申し分なく処理さ
れたという判断６２５に応じて、顧客要求についてのインシデント記録が記録６３０され
てもよく、エージェントのスキルセットを更新６３５してインシデント記録を識別しこの
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インシデント記録に対し正のスコアを記録してもよい。顧客要求はエージェントによって
申し分なく処理されなかったという判断６２５に応じて、顧客要求についてのインシデン
ト記録を記録６４０してもよく、エージェントのスキルセットを更新６４５してインシデ
ントを識別しこのインシデント記録に対し負のスコアを記録してもよい。
【００４２】
　上記記載では、説明のために、方法は特定の順序で説明されている。代替の実施形態で
はこういった方法は説明と異なる順序で実行されてもよいことが理解されるはずである。
また、上記方法はハードウェア要素によって実行されてもよくまたは機械による実行が可
能な命令のシーケンスにおいて実施されてもよいことが理解されるはずである。上記命令
は、汎用もしくは専用プロセッサに、または命令を用いてプログラムされた論理回路に、
方法を実行させるのに使用されてもよい。これら機械による実行が可能な命令は、１つ以
上の、ＣＤ－ＲＯＭ等の機械読取可能な媒体、またはその他の種類の光ディスク、フロッ
ピー（登録商標）ディスク、ＲＯＭ，ＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、磁気もしくは
光カード、フラッシュメモリ、または、電子命令を格納するのに適した他の種類の機械読
取可能な媒体に、格納されてもよい。これに代えて、方法は、ハードウェアとソフトウェ
アを組み合わせたものによって実行されてもよい。
【００４３】
　本発明を例示する本発明の現在好ましい実施形態について本明細書で詳細に説明してき
たが、発明の概念は他のさまざまなやり方で実施および採用し得ること、および、以下の
請求項は先行技術によって限定されるもの以外の変形を含むものとして解釈されることを
意図していることが、理解されるはずである。

【図１】 【図２】
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